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公布された条例等のあらまし

◇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規

（規則第14号）則

１ 規則の概要

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の

一部を改正する条例の施行に伴い、個人番号を利用することができる事務及び当該事務を処理するために利用できる

特定個人情報を定めることとした。（第２条・別表第１・別表第２関係）

２ 施行期日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第１条第５号の政令で定める日から

施行することとした。

（規則第15号）◇島根県住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則

１ 規則の概要

住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例の施行に伴い、知事が都道府県知事保存本人確認情報を利用するこ

とができる事務及び知事以外の執行機関が都道府県知事保存本人確認情報の提供を受けることができる事務を追加す

ることとした。（別表第１・別表第２関係）

２ 施行期日

住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例第２条の規定の施行の日から施行することとした。

規 則

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規

則をここに公布する。

平成28年３月25日

島根県知事 溝 口 善兵衛

島根県規則第14号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施

行規則

（趣旨）

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用第１条

に関する条例（平成27年島根県条例第51号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（個人番号等の利用に係る事務等）

条例別表第１の規則で定める事務は、別表第１の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める事務とする。第２条

２ 条例別表第２の規則で定める事務は、別表第２の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる事務とし、条例別表

第２の規則で定める特定個人情報は、別表第２の中欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に定める特定個人情報と

する。

附 則

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）附則第

１条第５号の政令で定める日から施行する。

（第２条関係）別表第１

区 分 事 務
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１ 条例別表第１の１の項の規則 ⑴ 高等学校等（高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成22年法律第18

で定める事務 号）第２条に規定する高等学校等をいう。以下この項、次項、４の項及び６の

項において同じ。）を退学し、再び私立の高等学校等に入学した者等に対する

就学支援金（同法第３条第１項に規定する就学支援金をいう。以下同じ。）に

相当する額の支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実につ

いての審査又はその申請に対する応答に関する事務

⑵ ⑴の申請を行う者若しくはその保護者等（高等学校等就学支援金の支給に関

する法律第３条第２項第３号に規定する保護者等をいう。次項、４の項及び６

の項において同じ。）の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実につい

ての審査又はその届出に対する応答に関する事務

２ 条例別表第１の２の項の規則 私立の高等学校等の生徒若しくは学生の保護者等に対する奨学のための給付金の

で定める事務 支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応

答に関する事務

３ 条例別表第１の３の項の規則 島根県立高等学校等条例（昭和39年島根県条例第27号）による授業料の減免の出

で定める事務 願の受理、その出願に係る事実についての審査又はその出願に対する応答に関す

る事務

４ 条例別表第１の４の項の規則 ⑴ 高等学校等を退学し、再び公立の高等学校等に入学した者に対する就学支援

で定める事務 金に相当する額の支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実

についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

⑵ ⑴の申請を行う者若しくはその保護者等の収入の状況の届出の受理、その届

出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

５ 条例別表第１の５の項の規則 県立高等学校の単位制による課程の生徒に対する就学支援金に相当する額の支援

で定める事務 金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその

申請に対する応答に関する事務

６ 条例別表第１の６の項の規則 国立若しくは公立の高等学校等の生徒若しくは学生の保護者等に対する奨学のた

で定める事務 めの給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申

請に対する応答に関する事務

７ 条例別表第１の７の項の規則 高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）の定時制課程若しくは通信制課程

で定める事務 に在学する勤労青少年に対する修学資金の貸与の申請の受理、その申請に係る事

実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

８ 条例別表第１の８の項の規則 特別支援学校への就学のため必要な経費（特別支援学校への就学奨励に関する法

で定める事務 律（昭和29年法律第144号）によるものを除く。）の算定に必要な資料の受理、

その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答に関する事

務

（第２条関係）別表第２

区 分 事 務 特定個人情報

１ 条例別表第２の１の項 ⑴ 高等学校等（高等学校等就学支援金の支給に関する ⑴ 当該申請を行う者に係る

の規則で定める事務 法律第２条に規定する高等学校等をいう。以下この 就学支援金の支給に関する

項、次項、４の項及び６の項において同じ。）を退学 情報（以下「就学支援金支

し、再び私立の高等学校等に入学した者等に対する就 給情報」という。）

学支援金に相当する額の支援金の受給資格の認定の申 ⑵ 当該届出を行う者に係る

請に係る事実についての審査に関する事務 就学支援金支給情報
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⑵ ⑴の申請を行う者又はその保護者等（高等学校等就

学支援金の支給に関する法律第３条第２項第３号に規

定する保護者等をいう。次項、４の項及び６の項にお

いて同じ。）の収入の状況の届出に係る事実について

の審査に関する事務

２ 条例別表第２の２の項 私立の高等学校等の生徒又は学生の保護者等に対する奨 当該生徒又は学生に係る就学

の規則で定める事務 学のための給付金の支給の申請に係る事実についての審 支援金支給情報

査に関する事務

３ 条例別表第２の３の項 島根県立高等学校等条例による授業料の減免の出願に係 当該出願を行う者に係る就学

の規則で定める事務 る事実についての審査に関する事務 支援金支給情報

４ 条例別表第２の４の項 ⑴ 高等学校等を退学し、再び公立の高等学校等に入学 ⑴ 当該申請を行う者に係る

の規則で定める事務 した者に対する就学支援金に相当する額の支援金の受 就学支援金支給情報

給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関す ⑵ 当該届出を行う者に係る

る事務 就学支援金支給情報

⑵ ⑴の申請を行う者又はその保護者等の収入の状況の

届出に係る事実についての審査に関する事務

５ 条例別表第２の５の項 県立高等学校の単位制による課程の生徒に対する就学支 当該申請を行う者に係る就学

の規則で定める事務 援金に相当する額の支援金の受給資格の認定の申請に係 支援金支給情報

る事実についての審査に関する事務

６ 条例別表第２の６の項 国立又は公立の高等学校等の生徒又は学生の保護者等に 当該生徒又は学生に係る就学

の規則で定める事務 対する奨学のための給付金の支給の申請に係る事実につ 支援金支給情報

いての審査に関する事務

７ 条例別表第２の７の項 高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）の定時制 当該申請を行う者に係る就学

の規則で定める事務 課程又は通信制課程に在学する勤労青少年に対する修学 支援金支給情報

資金の貸与の申請に係る事実についての審査に関する事

務

８ 条例別表第２の８の項 特別支援学校への就学のため必要な経費（特別支援学校 特別支援学校への就学奨励に

の規則で定める事務 への就学奨励に関する法律によるものを除く。）の算定 関する法律第２条第１項の保

に必要な資料に係る事実についての審査に関する事務 護者等又は当該保護者等と同

一の世帯に属する者に係る同

項に規定する経費の支弁に関

する情報

島根県住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年３月25日

島根県知事 溝 口 善兵衛

島根県規則第15号

島根県住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則

島根県住民基本台帳法施行細則（平成14年島根県規則第74号）の一部を次のように改正する。

別表第１の23の項区分の欄中「23の項」を「25の項」に改め、同項を同表25の項とし、同表22の項区分の欄中「22の

項」を「24の項」に改め、同項を同表24の項とし、同表21の項区分の欄中「21の項」を「23の項」に改め、同項を同表23
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の項とし、同表20の項区分の欄中「20の項」を「22の項」に改め、同項を同表22の項とし、同表19の項区分の欄中「19の

項」を「21の項」に改め、同項を同表21の項とし、同表18の項区分の欄中「18の項」を「20の項」に改め、同項を同表20

の項とし、同表17の項区分の欄中「17の項」を「19の項」に改め、同項を同表19の項とし、同表16の項区分の欄中「16の

項」を「18の項」に改め、同項を同表18の項とし、同表15の項区分の欄中「15の項」を「17の項」に改め、同項を同表17

の項とし、同表14の項区分の欄中「14の項」を「16の項」に改め、同項を同表16の項とし、同表13の項区分の欄中「13の

項」を「15の項」に改め、同項を同表15の項とし、同表12の項区分の欄中「12の項」を「14の項」に改め、同項を同表14

の項とし、同表11の項区分の欄中「11の項」を「13の項」に改め、同項を同表13の項とし、同表10の項区分の欄中「10の

項」を「12の項」に改め、同項を同表12の項とし、同表９の項区分の欄中「９の項」を「11の項」に改め、同項を同表11

の項とし、同表８の項区分の欄中「８の項」を「10の項」に改め、同項を同表10の項とし、同表７の項区分の欄中「７の

項」を「９の項」に改め、同項を同表９の項とし、同表６の項区分の欄中「６の項」を「８の項」に改め、同項を同表８

の項とし、同表５の項区分の欄中「５の項」を「７の項」に改め、同項を同表７の項とし、同表４の項区分の欄中「４の

項」を「６の項」に改め、同項を同表６の項とし、同表３の項区分の欄中「３の項」を「５の項」に改め、同項を同表５

の項とし、同表２の項区分の欄中「２の項」を「４の項」に改め、同項を同表４の項とし、同表１の項の次に次のように

加える。

２ 条例別表第１の２の項の規 ⑴ 高等学校等（高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成22年法律第18

則で定める事務 号）第２条に規定する高等学校等をいう。以下この項及び次項において同

じ。）を退学し、再び私立の高等学校等に入学した者等に対する就学支援金

（同法第３条第１項に規定する就学支援金をいう。以下同じ。）に相当する額

の支援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査

又はその申請に対する応答

⑵ ⑴の申請を行う者若しくはその保護者等（高等学校等就学支援金の支給に関

する法律第３条第２項第３号に規定する保護者等をいう。次項において同

じ。）の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はそ

の届出に対する応答

３ 条例別表第１の３の項の規 私立の高等学校等の生徒若しくは学生の保護者等に対する奨学のための給付金

則で定める事務 の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する

応答

別表第２中５の項を11の項とし、４の項を10の項とし、３の項を９の項とし、同表２の項区分の欄中「１の項第２号」

を「１の項第８号」に改め、同項を同表８の項とし、同表１の項区分の欄中「１の項第１号」を「１の項第７号」に改

め、同項を同表７の項とし、同項の前に次のように加える。

１ 条例別表第２の１の項第１ 島根県立高等学校等条例（昭和39年島根県条例第27号）による授業料の減免の

号の規則で定める事務 出願の受理、その出願に係る事実についての審査又はその出願に対する応答

２ 条例別表第２の１の項第２ ⑴ 高等学校等（高等学校等就学支援金の支給に関する法律第２条に規定する高

号の規則で定める事務 等学校等をいう。以下この項及び４の項において同じ。）を退学し、再び公立

の高等学校等に入学した者に対する就学支援金に相当する額の支援金の受給資

格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対

する応答

⑵ ⑴の申請を行う者若しくはその保護者等（高等学校等就学支援金の支給に関

する法律第３条第２項第３号に規定する保護者等をいう。４の項において同

じ。）の収入の状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はそ

の届出に対する応答

３ 条例別表第２の１の項第３ 県立高等学校の単位制による課程の生徒に対する就学支援金に相当する額の支
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号の規則で定める事務 援金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はそ

の申請に対する応答

４ 条例別表第２の１の項第４ 国立若しくは公立の高等学校等の生徒若しくは学生の保護者等に対する奨学の

号の規則で定める事務 ための給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその

申請に対する応答

５ 条例別表第２の１の項第５ 高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）の定時制課程若しくは通信制課

号の規則で定める事務 程に在学する勤労青少年に対する修学資金の貸与の申請の受理、その申請に係る

事実についての審査又はその申請に対する応答

６ 条例別表第２の１の項第６ 特別支援学校への就学のため必要な経費（特別支援学校への就学奨励に関する

号の規則で定める事務 法律（昭和29年法律第144号）によるものを除く。）の算定に必要な資料の受理、

その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答

附 則

この規則は、住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例（平成28年島根県条例第15号）第２条の規定の施行の日か

ら施行する。
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